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１【提出理由】

　当社は、2026年３月24日開催の当社取締役会において、特定子会社の異動に係る決議をいたしましたので、金融商品

取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づき、本臨時報告書を

提出するものであります。

 

２【報告内容】

(1）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

①　名称　　　　：Taft Hydroenergy Corporation（以下、「Taft」という。）

②　住所　　　　：126 5th St. B. Serrano St. Bet. 11th and 12th Ave., Grace Park,

Barangay 89, Caloocan City, Philippines

③　代表者の氏名：Ruben Diego Q. Picardo

④　資本金　　　：1,300,000,000フィリピンペソ

⑤　事業の内容　：水力発電所の運営

 

(2）当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に

対する割合

①　当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前：　　　  －株（うち間接所有分　　　　  －株）

異動後：520,000,000株（うち間接所有分　520,000,000株）

②　総株主等の議決権に対する割合

異動前：　 －％（うち間接所有分　　－％）

異動後：40.00％（うち間接所有分 40.00％）

（注）「当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数」は株式数を、「総株主等の議決権に対する割合」は株

式の所有割合を、それぞれ記載しております。

 

(3）当該異動の理由及びその年月日

①　異動の理由　：当社は、2026年３月24日の当社取締役会において、当社の連結子会社である株式会社ザ・トーカ

イ（以下、「TOKAI」という。）及び当社の持分法適用関連会社であるRepower Energy

Development Corporationのそれぞれが、Taftの株式の40%を取得したうえで、株主間の合意によ

り、TOKAIがTaftの実質的な支配権を保有し同社を連結子会社とすることについて決議いたしま

した。これにより、Taftの資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当し、特定子会

社に該当する予定であるためです。

②　異動の年月日：2026年６月（予定）

 

以　上
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